
令和７年２月改正 

 

 

現場代理人・主任（監理）技術者の選任時の注意 

 

 

「現場代理人及び主任（監理）技術者等指名届」は、契約締結後 14 日以内に監督職員へ提出

してください。 

 

１．役割 

 

（１）「現場代理人」とは、契約に係る事務を行う者で、原則、現場に常駐（※）しなくてはな

りません（県との「建設工事請負契約約款」による。）。 

 ※平成 24 年６月１日以降に指名又は公告する工事から、次に掲げるいずれかの事由に該当す

る場合には、建設工事請負契約約款第 10 条第３項に規定する「現場代理人の工事現場にお

ける運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると

認めた場合」として取扱うため、現場代理人の常駐義務の緩和が適用となります。 

  ア 請負金額が 4,500 万円（建築一式工事にあっては、9,000 万円）未満 

  イ 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 

  ウ 建設工事請負契約約款第 20 条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一

時中止している期間 

  エ 設備機器、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われてい

る期間 

  オ 前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 

  カ その他、特に発注者が認めた期間 

  

また、他の工事現場における現場代理人等の兼務については、監督職員と協議してください。 

 

（２）「主任（監理）技術者」とは、現場の施工管理を行う者で、請負金額が 4,500 万円（建築

一式工事にあっては 9,000 万円）以上の場合は、原則、現場への専任が必要となります（例

外あり）。 

 

２．選任時の注意 

 

（１）現場代理人と主任（監理）技術者は、兼任できます。 

（２）建設業許可を受けた際の、「営業所の専任技術者」「経営業務の管理責任者」は、原則、 

「現場代理人」、「主任（監理）技術者」にはなれません（例外あり）。 

（３）請負契約の適正な履行の確保を図るために、「請負者の代理人」である現場代理人につい

て、請負者との直接的な雇用関係を確認します。 

（４）直接的雇用関係とは・・・所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関す

る一定の権利義務関係（賃金・労働時間等）が存在することを指します。 

 

３．「主任（監理）技術者」になれる者 

 

（１）元請の「主任（監理）技術者」は、入札日以前に３ヶ月以上の雇用関係がないといけませ

ん。 

（２）発注者から直接工事を請け負い、そのうち 5,000 万円（建築一式工事にあっては 8,000

万円）以上を下請契約して施工する場合、「主任技術者」ではなく「監理技術者」の配置が

必要となります。（「監理技術者資格者証」を持つ者でないといけません。） 
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（３）建設業法７条２号の「イ」「ロ」「ハ」のどれかに該当できる者でないと「主任（監理）技

術者」にはなれません。（下請負人の主任技術者についても同様） 

    ・「イ」……学歴＋実務経歴（高卒は５年。大卒は３年。） 

    ・「ロ」……実務経歴 10 年以上 

    ・「ハ」……別紙の表にある資格を持つ者 

（４）「ハ」に該当できる資格は、別紙の表にあるものだけです。これに該当する資格がない場

合は、「イ」or「ロ」として、経歴書を「現場代理人及び主任技術者等指名届」に添付して

ください。 

    ・「イ」の場合は、経歴書の最初に最終学歴を学科名まで記入し、最後に「計３年以上」 

            or「計５年以上」と明記してください。 

    ・「ロ」の場合は、経歴書の最後に「計 10 年以上」と明記すること。 

 

４．その他 

 

「監理技術者資格者証」で、「主任（監理）技術者」と請負者との雇用関係が確認できない場

合は、住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写

し、所属会社の雇用証明書の写し又はこれらに準ずる資料（いずれも雇用関係の確認に必要のな

い項目については復元できない程度にマスキングを施すこと）を「現場代理人及び主任技術者等

指名届」に添付していただくこととなります（令和７年 12 月１日までは健康保険証（有効期限

切れのものを除く。）も可能）。 


